
計画の名称 1 未普及地域の早期解消による衛生的で快適なまちづくりの推進（重点計画）

計画の期間 平成28年度　～　令和2年度　（5年間） 尾張旭市交付対象

（参考図面）社会資本整備総合交付金

A07-001 北原山地区（未普及）

：既整備区域

：整備計画区域

（H28～H32）

A07-008 長坂地区（未普及）

：下水道法による
事業計画区域

A07-002 北原山汚水幹線（未普及）

A07-006 南新・北、南本地ヶ原・南栄地区（未普及）

A07-005 卓ヶ洞東部地区（未普及）

：基本計画区域

A07-003 南原山地区（未普及）

A07-004 北山地区（未普及）
A07-007 向地区（未普及）

A07-010 城山地区（未普及）

A07-011 平子地区（未普及）

A07-009 東大道地区（未普及）

A07-012 西大道地区（未普及）

A07-013 新居地区（未普及）

市役所

東部浄化センター
西部浄化センター

A07-016 平子汚水幹線（未普及）

A07-014 西部浄化センター水処理設備（水質保全）

A07-015 西部浄化センター汚泥処理設備（資源循環）


